
～ 医療費助成 手続きに必要なもの ～ 
 

 

 

子 ど も （０歳～高校生年齢） 

１ 本人及び父母のマイナンバーがわかるもの 

２ 以下のいずれかのもの 

・加入中（もしくは加入予定）の健康保険証 

  ・マイナ保険証 

  ・資格確認書 

３ 医療費受取用の通帳 

４ 認印 

 

 

 

妊 産 婦 

１ 本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの 

２ 以下のいずれかのもの 

・加入中の健康保険証 

  ・マイナ保険証 

  ・資格確認書 

３ 医療費受取用の通帳 

４ 認印 

５ 母子手帳（出産予定日確認のため） 

 

 

 

重 度 心 身 障 害 者 

１ 本人、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーがわかるもの 

２ 障害を証明するもの 

（身体障害者手帳１～３級、療育手帳Ａ、特別児童扶養手当証書１級 

または障害年金１級証書のいずれか） 

３ 以下のいずれかのもの 

・加入中の健康保険証 

  ・マイナ保険証 

  ・資格確認書 

４ 医療費受取用の通帳 

５ 認印 

 

 

●マイナンバーによる情報連携で所得情報等を取得する

ことに同意しない場合は、所得課税証明書または住民税

特別徴収納税通知書の提出が必要です（転入の方のみ）。 

●所得課税証明書は“所得”と“課税”の両方が記載さ

れているものをご準備ください。 

●所得課税証明書は、紫波町で所得が判る方の分は不要

です。 

●入院時は「限度額適用認定証」の申請も必要となりま

す。 

http://www.fumira.jp/cut/medical/file35.htm
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.megmug.net/baby15.gif&imgrefurl=http://www.megmug.net/ira_baby.html&h=265&w=300&sz=8&tbnid=FMGc4ikk1wl3DM:&tbnh=102&tbnw=116&prev=/images?q%3D%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%80%80%E7%84%A1%E6%96%99%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&zoom=1&q=%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%80%80%E7%84%A1%E6%96%99%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&usg=__8gqsfjS9LambOonlrTxPmkXXiA0=&sa=X&ei=V2sZTcPBF4qwuAOZnbWNDg&ved=0CBQQ9QEwAg


ひ と り 親 家 庭 

１ 本人（子ども、父または母）及び扶養義務者のマイナンバーがわかるもの 

２ 児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本（紫波町に本籍がない方）あればいずれか 

 （申請時においてひとり親であることが確認できるもの） 

３ 以下のいずれかのもの 

・加入中（もしくは加入予定）の健康保険証 

  ・マイナ保険証 

  ・資格確認書 

４ 医療費受取用の通帳 

５ 認印 

 

寡 婦 

１ 本人および同一世帯員のマイナンバーがわかるもの 

２ 戸籍謄本（ひとり親として 18歳未満の子を扶養していたことの確認用） 

３ 以下のいずれかのもの 

・加入中の健康保険証 

  ・マイナ保険証 

  ・資格確認書 

４ 医療費受取用の通帳 

５ 認印 

 

http://www.fumira.jp/cut/hoikuen/index3.htm

